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○　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
抄
）

 

第
十
条　

（
略
）

 

②　

（
略
）

 

③　

製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
に
お
い
て
す
る
危
険
物
の
貯
蔵
又
は
取
扱
は
、
政
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

④　

製
造
所
、
貯
蔵
所
及
び
取
扱
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

 

第
十
三
条
の
二
十
三　

製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県

 

知
事
（
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
長
そ
の
他
の
機
関
を
含
む
。
）
が
行
な
う
危
険
物
の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

第
十
六
条　

危
険
物
の
運
搬
は
、
そ
の
容
器
、
積
載
方
法
及
び
運
搬
方
法
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

第
十
六
条
の
四　

（
略
）

②　

第
十
三
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
で
市
町
村
長
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
危
険

物
の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
当
該
指
定
講
習

 

機
関
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

③
・
④　

（
略
）

 

第
三
十
六
条
の
四　

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
又
は
総
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
政
令
又
は
総
務
省
令
で
、
そ
の
制
定

 

又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○　

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
（
抄
） 

 

　

（
取
扱
所
の
区
分
）

 

第
三
条　

法
第
十
条
の
取
扱
所
は
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。

一　

専
ら
給
油
設
備
に
よ
つ
て
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
に
直
接
給
油
す
る
た
め
危
険
物
を
取
り
扱
う
取
扱
所
及
び
給
油
設
備
に
よ
つ
て
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
に
直

 

接
給
油
す
る
た
め
危
険
物
を
取
り
扱
う
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
取
扱
所
（
以
下
こ
れ
ら
の
取
扱
所
を
「
給
油
取
扱
所
」
と
い
う
。
）

イ　

給
油
設
備
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
軽
油
を
車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
量
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
タ
ン
ク
（
容
量
二
千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
タ
ン

 

ク
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
内
部
を
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
ご
と
に
仕
切
つ
た
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
注
入
す
る
作
業

 

ロ　

固
定
し
た
注
油
設
備
か
ら
灯
油
若
し
く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
量
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
タ
ン
ク
に
注
入
す
る
作
業

 

二　

店
舗
に
お
い
て
容
器
入
り
の
ま
ま
で
販
売
す
る
た
め
危
険
物
を
取
り
扱
う
取
扱
所
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

指
定
数
量
の
倍
数
（
法
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
数
量
の
倍
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
十
五
以
下
の
も
の
（
以
下
「
第
一
種
販
売
取
扱
所
」

 

と
い
う
。
）

 

ロ　

指
定
数
量
の
倍
数
が
十
五
を
超
え
四
十
以
下
の
も
の
（
以
下
「
第
二
種
販
売
取
扱
所
」
と
い
う
。
）

三　

配
管
及
び
ポ
ン
プ
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
設
備
（
危
険
物
を
運
搬
す
る
船
舶
か
ら
の
陸
上
へ
の
危
険
物
の
移
送
に
つ
い
て
は
、
配
管
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
設

備
）
に
よ
つ
て
危
険
物
の
移
送
の
取
扱
い
を
行
う
取
扱
所
（
当
該
危
険
物
の
移
送
が
当
該
取
扱
所
に
係
る
施
設
（
配
管
を
除
く
。
）
の
敷
地
及
び
こ
れ
と
と
も
に
一
団

 

の
土
地
を
形
成
す
る
事
業
所
の
用
に
供
す
る
土
地
内
に
と
ど
ま
る
構
造
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
移
送
取
扱
所
」
と
い
う
。
）

 

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
取
扱
所
以
外
の
取
扱
所
（
以
下
「
一
般
取
扱
所
」
と
い
う
。
）

 

 

　

（
製
造
所
の
基
準
）

第
九
条　

法
第
十
条
第
四
項
の
製
造
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
（
消
火
設
備
、
警
報
設
備
及
び
避
難
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
の
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
に
お
い
て

 

同
じ
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

一
～
十
一　

（
略
）

十
二　

屋
外
に
設
け
た
液
状
の
危
険
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
は
、
そ
の
直
下
の
地
盤
面
の
周
囲
に
高
さ
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
囲
い
を
設
け
、
又
は
危
険
物
の
流
出

防
止
に
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
地
盤
面
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
危
険
物
が
浸
透

し
な
い
材
料
で
覆
い
、
か
つ
、
適
当
な
傾
斜
及
び
貯
留
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
類
の
危
険
物
（
水
に
溶
け
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
取
り

 

扱
う
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
危
険
物
が
直
接
排
水
溝
に
流
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
貯
留
設
備
に
油
分
離
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

十
三
～
二
十
二　

（
略
）

 

２
・
３　

（
略
）
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（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
）

 

第
十
一
条　

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

一
～
十　

（
略
）

十
の
二　

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
ポ
ン
プ
設
備
（
ポ
ン
プ
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
電
動
機
を
い
い
、
当
該
ポ
ン
プ
及
び
電
動
機
の
た
め
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
設
け

 

る
場
合
に
は
、
当
該
工
作
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

 

イ
～
ヌ　

（
略
）

ル　

ポ
ン
プ
室
以
外
の
場
所
に
設
け
る
ポ
ン
プ
設
備
に
は
、
そ
の
直
下
の
地
盤
面
の
周
囲
に
高
さ
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
囲
い
を
設
け
、
又
は
危
険
物
の
流
出
防

止
に
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
地
盤
面
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
危
険
物
が
浸
透

し
な
い
材
料
で
覆
い
、
か
つ
、
適
当
な
傾
斜
及
び
貯
留
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
類
の
危
険
物
（
水
に
溶
け
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
取

 

り
扱
う
ポ
ン
プ
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
危
険
物
が
直
接
排
水
溝
に
流
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
貯
留
設
備
に
油
分
離
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

ヲ　

（
略
）

 

十
一
～
十
七　

（
略
）

 

２
～
７　

（
略
）

 

 

　

（
給
油
取
扱
所
の
基
準
）

 

第
十
七
条　

給
油
取
扱
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

一
～
二
十
三
（
略
）

 

２　

（
略
）

３　

次
に
掲
げ
る
給
油
取
扱
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
二
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
（
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
に

 

限
る
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

飛
行
場
で
航
空
機
に
給
油
す
る
給
油
取
扱
所

 

二　

船
舶
に
給
油
す
る
給
油
取
扱
所

 

三　

鉄
道
又
は
軌
道
に
よ
つ
て
運
行
す
る
車
両
に
給
油
す
る
給
油
取
扱
所

 

四
～
六　

（
略
）

 

４
・
５　

（
略
）
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（
一
般
取
扱
所
の
基
準
）

 

第
十
九
条　

第
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
一
般
取
扱
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

２　

次
に
掲
げ
る
一
般
取
扱
所
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

専
ら
吹
付
塗
装
作
業
を
行
う
一
般
取
扱
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱
所

 

一
の
二　

専
ら
洗
浄
の
作
業
を
行
う
一
般
取
扱
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱
所

 

二　

専
ら
焼
入
れ
作
業
を
行
う
一
般
取
扱
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱
所

 

三　

危
険
物
を
消
費
す
る
ボ
イ
ラ
ー
又
は
バ
ー
ナ
ー
以
外
で
は
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
一
般
取
扱
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱
所

 

四　

専
ら
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
危
険
物
を
注
入
す
る
作
業
を
行
う
一
般
取
扱
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱
所

 

五　

専
ら
容
器
に
危
険
物
を
詰
め
替
え
る
作
業
を
行
う
一
般
取
扱
所

 

六　

危
険
物
を
用
い
た
油
圧
装
置
又
は
潤
滑
油
循
環
装
置
以
外
で
は
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
一
般
取
扱
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱
所

 

七　

切
削
油
と
し
て
危
険
物
を
用
い
た
切
削
装
置
又
は
研
削
装
置
以
外
で
は
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
一
般
取
扱
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱
所

八　

危
険
物
以
外
の
物
を
加
熱
す
る
た
め
の
危
険
物
を
用
い
た
熱
媒
体
油
循
環
装
置
以
外
で
は
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
一
般
取
扱
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱

 所

 

九　

危
険
物
を
用
い
た
蓄
電
池
設
備
以
外
で
は
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
一
般
取
扱
所

 

３
・
４　

（
略
）

 

 

　

（
消
火
設
備
の
基
準
）

 

第
二
十
条　

消
火
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

一
～
三　

（
略
）

 

２　

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

３　

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
二
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特

 

例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

　

（
取
扱
い
の
基
準
）

 

第
二
十
七
条　

法
第
十
条
第
三
項
の
危
険
物
の
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

２
～
５　

（
略
）

 

６　

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
危
険
物
の
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一　

給
油
取
扱
所
（
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
及
び
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
を
除
く
。
）
に
お
け
る
取
扱
い
の
基

 準
 
イ　

自
動
車
等
に
給
油
す
る
と
き
は
、
固
定
給
油
設
備
を
使
用
し
て
直
接
給
油
す
る
こ
と
。

 

ロ　

自
動
車
等
に
給
油
す
る
と
き
は
、
自
動
車
等
の
原
動
機
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
。

 

ハ　

自
動
車
等
の
一
部
又
は
全
部
が
給
油
空
地
か
ら
は
み
出
た
ま
ま
で
給
油
し
な
い
こ
と
。

 

ニ
～
ト　

（
略
）

チ　

固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油
設
備
に
は
、
当
該
固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ
ン
ク
等
の
配
管
以
外
の
も
の
に
よ
つ
て
、
危
険
物
を

 

注
入
し
な
い
こ
と
。

 

リ
～
ヨ　

（
略
）

一
の
二　

第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
給
油
取
扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
は
、
前
号
（
イ
、
ハ
及
び
チ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る

 

ほ
か
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

 

一
の
三
～
五　

（
略
）

 

７　

（
略
）

 

 

　

（
運
搬
容
器
）

 

第
二
十
八
条　

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
危
険
物
を
運
搬
す
る
た
め
の
容
器
（
以
下
「
運
搬
容
器
」
と
い
う
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

一　

運
搬
容
器
の
材
質
は
、
鋼
板
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
板
、
ブ
リ
キ
板
、
ガ
ラ
ス
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

二　

運
搬
容
器
の
構
造
及
び
最
大
容
積
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 

　

（
積
載
方
法
）

 

第
二
十
九
条　

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
積
載
方
法
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

危
険
物
は
、
前
条
の
運
搬
容
器
に
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
収
納
し
て
積
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
塊
状
の
硫
黄
等
を
運
搬
す
る
た
め
積
載
す
る
場
合
又

は
危
険
物
を
一
の
製
造
所
等
か
ら
当
該
製
造
所
等
の
存
す
る
敷
地
と
同
一
の
敷
地
内
に
存
す
る
他
の
製
造
所
等
へ
運
搬
す
る
た
め
積
載
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

 

い
。

 
 
 

二
～
七　

（
略
）

 

 

　

（
手
数
料
）
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第
四
十
条　

（
略
）

 

２　

法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
四
千
七
百
円
と
す
る
。
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